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１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（女川原子力発

電所２号炉工事計画）（６８） 

２．日 時：令和３年２月１２日 １３時３０分～１６時１５分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階Ａ会議室（一部ＴＶ会議システムを利用） 

４．出席者：（※ ＴＶ会議システムによる出席） 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

止野上席安全審査官※、植木主任安全審査官、皆川主任安全審査官、 

土居安全審査専門職※、服部安全審査専門職、山浦技術参与、 

西澤原子力規制専門員 

技術基盤グループ 地震・津波研究部門 

堀野技術参与※ 

 

東北電力株式会社： 

原子力本部 原子力部 課長、他１名 

原子力本部 原子力部 部長、他１０名※ 

 

５．要 旨 

（１）東北電力株式会社から、女川原子力発電所２号炉の工事計画補正申請の

うち、燃料集合体の耐震性、強度計算の基本方針等について、提出資料

に基づき説明があった。 

 

（２）これに対し、原子力規制庁は以下の点について指摘等を行うとともに、

今後、説明内容について引き続き確認することとした。 

 【Ⅵ－２－３－３－１ 燃料集合体の耐震性についての計算書】 

○ スペーサ間及びスペーサ部の応力評価に用いる数値又は数式のうち、

統計分布を考慮しているものについて、分布形状、標準偏差等の設定

方法を説明すること。 

○ 下部端栓溶接部の疲労評価について、地震期間中の繰返し荷重による

応力振幅の算出方法が、９×９燃料（Ａ型）と９×９燃料（Ｂ型）で

異なる理由を説明するとともに、９×９燃料（Ａ型）の算出方法の他

の機器における適用実績を説明すること。 

○ ９×９燃料（Ａ型）及び９×９燃料（Ｂ型）において、燃料被覆管に

発生する応力のうち評価上考慮する応力など、取扱いが異なっている

事項については、その理由を説明すること。 
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○ ９×９燃料（Ａ型）下部端栓溶接部の降伏応力及び引張強さの９５％

確率下限値を提示すること。 

 

【Ⅵ－３－１－１ 強度計算の基本方針の概要】 

○ 新規制基準対応以外の目的で行う改造工事について、その目的と改造

範囲を整理して説明すること。 

 

（３）東北電力株式会社から、（２）について了解した旨の回答があった。 

 

なお、本面談については、事業者から対面での面談開催の希望があったため、

「新型コロナウイルス感染症対策に係る原子力規制委員会の対応の一部変更に

ついて」（令和２年６月２４日 第１２回原子力規制委員会配付資料）に基づき、

一部対面で実施した。 

 

６．その他 

提出資料： 

（１－１）女川２号工認 指摘事項に対する回答整理表（燃料被覆管）（Ｏ２－

他－Ｆ－１９－００１３＿改０） 

（１－２）Ⅵ－２－３－３－１ 燃料集合体の耐震性についての計算書（Ｏ２－

工－Ｂ－１９－００５９＿改０） 

（１－３）補足－６００－１５ 【地震時における燃料被覆管の閉じ込め機能の

維持について】（Ｏ２－補－Ｅ－１９－０６００－１５＿改０） 

（１－４）Ⅵ－５－２２ 計算機プログラム（解析コード）の概要･ＡＮＳＹＳ

（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００２９＿改０） 

（１－５）Ⅵ－５－４３ 計算機プログラム（解析コード）の概要･ＢＳＰＡＮ

２（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００５０＿改０） 

（１－６）Ⅵ－５－４４ 計算機プログラム（解析コード）の概要･ＣＡＲＯ（Ｏ

２－工－Ｂ－２２－００５１＿改０） 

（１－７）Ⅵ－５－４５ 計算機プログラム（解析コード）の概要･ＦＵＲＳＴ

（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００５２＿改０） 

（１－８）Ⅵ－５－４６ 計算機プログラム（解析コード）の概要･ＰＲＩＭＥ

（Ｏ２－工－Ｂ－２２－００５３＿改０） 

（２－１）女川２号工認 指摘事項に対する回答整理表（強度評価（基本方針））

（Ｏ２－他－Ｆ－２０－０００１＿改０） 

（２－２）基本設計方針に関する説明資料【第１７条 材料及び構造】【第５５

条 材料及び構造】（Ｏ２－工－Ｄ－０１－００６２＿改１） 
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（２－３）Ⅵ－３－１－１ 強度計算の基本方針の概要（Ｏ２－工－Ｂ－２０－

０００４＿改０）（令和２年１２月１８日提出資料） 

（２－４）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－３－１－１ 強度計算の基

本方針の概要）（Ｏ２－工－Ｂ－２０－０００５＿改０）（令和２年１２月

１８日提出資料） 

（２－５）補足－７００－１ 【強度に関する説明書における適用規格の整理】

（Ｏ２－補－Ｅ－２０－０７００－１＿改２） 

（２－６）補足－７００－２ 【強度評価対象弁の選定について】（Ｏ２－補－

Ｅ－２０－０７００－２＿改０）（令和２年６月１８日提出資料） 

（２－７）Ⅵ－３－１－２ クラス１機器の強度計算の基本方針（Ｏ２－工－Ｂ

－２０－０００６＿改１） 

（２－８）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－３－１－２ クラス１機器

の強度計算の基本方針）（Ｏ２－工－Ｂ－２０－０００７＿改１） 

（２－９）Ⅵ－３－１－３ クラス２機器の強度計算の基本方針（Ｏ２－工－Ｂ

－２０－０００８＿改１） 

（２－１０）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－３－１－３ クラス２機

器の強度計算の基本方針）（Ｏ２－工－Ｂ－２０－０００９＿改１） 

（２－１１）Ⅵ－３－１－４ クラス３機器の強度計算の基本方針（Ｏ２－工－

Ｂ－２０－００１０＿改１） 

（２－１２）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－３－１－４ クラス３機

器の強度計算の基本方針）（Ｏ２－工－Ｂ－２０－００１１＿改１） 

（２－１３）補足－７００－３ 【技術基準規則第１７条と高圧ガス保安法及び

消防法の規定の比較】（Ｏ２－補－Ｅ－２０－０７００－３＿改０）（令和

２年６月１８日提出資料） 

（２－１４）Ⅵ－３－１－５ 重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス

２支持構造物の強度計算の基本方針（Ｏ２－工－Ｂ－２０－００１２＿

改１） 

（２－１５）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－３－１－５ 重大事故等

クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物の強度計算の基本方針）

（Ｏ２－工－Ｂ－２０－００１３＿改１） 

（２－１６）補足－７００－４ 【重大事故等クラス２機器に用いられるクラス

１機器の事故時の強度評価について】（Ｏ２－補－Ｅ－２０－０７００－

４＿改１）（令和２年１２月１８日提出資料） 

（２－１７）先行審査プラントの記載との比較表（補足－７００－４ 重大事故

等クラス２機器に用いられるクラス１機器の事故時の強度評価について）

（Ｏ２－補－Ｅ－２０－０００３＿改０）（令和２年１２月１８日提出資
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料） 

（２－１８）補足－７００－５ 【重大事故等クラス２管の疲労評価について】

（Ｏ２－補－Ｅ－２０－０７００－５＿改１） 

（２－１９）補足－７００－６ 【重大事故等クラス２機器におけるクラス２機

器の規定によらない場合の評価】（Ｏ２－補－Ｅ－２０－０７００－６＿

改１）（令和２年１２月１８日提出資料） 

（２－２０）先行審査プラントの記載との比較表（補足－７００－６ 重大事故

等クラス２機器におけるクラス２機器の規定によらない場合の評価）（Ｏ

２－補－Ｅ－２０－０００５＿改０）（令和２年１２月１８日提出資料） 

（２－２１）補足－７００－７ 【空気だめのうち、だ円形マンホール厚さ計算

に適用する評価手法の妥当性について】（Ｏ２－補－Ｅ－２０－０７００

－７＿改１） 

（２－２２）補足－７００－８ 【容器の平板の穴の補強計算について】（Ｏ２

－補－Ｅ－２０－０７００－８＿改０）（令和２年６月１８日提出資料） 

（２－２３）Ⅵ－３－１－６ 重大事故等クラス３機器の強度評価の基本方針

（Ｏ２－工－Ｂ－２０－００１４＿改０）（令和２年１２月１８日提出資

料） 

（２－２４）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－３－１－６ 重大事故等

クラス３機器の強度評価の基本方針）（Ｏ２－工－Ｂ－２０－００１５＿

改０）（令和２年１２月１８日提出資料） 

（２－２５）補足－７００－９ 【重大事故等クラス３機器の強度評価における

耐圧試験を用いた裕度の考え方について】（Ｏ２－補－Ｅ－２０－０７０

０－９＿改１）（令和２年１２月１８日提出資料） 

（２－２６）Ⅵ－３－１－７ 原子炉格納容器の強度計算の基本方針（Ｏ２－工

－Ｂ－２０－００１６＿改０）（令和２年１２月１８日提出資料） 

（２－２７）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－３－１－７ 原子炉格納

容器の強度計算の基本方針）（Ｏ２－工－Ｂ－２０－００１７＿改０）（令

和２年１２月１８日提出資料） 

（２－２８）Ⅵ－３－２－１ 強度計算方法の概要（Ｏ２－工－Ｂ－２０－００

１８＿改１） 

（２－２９）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－３－２－１ 強度計算方

法の概要）（Ｏ２－工－Ｂ－２０－００１９＿改１） 

（２－３０）Ⅵ－３－２－２ クラス１管の強度計算方法（Ｏ２－工－Ｂ－２０

－００２０＿改１） 

（２－３１）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－３－２－２ クラス１管

の強度計算方法）（Ｏ２－工－Ｂ－２０－００２１＿改１） 
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（２－３２）Ⅵ－３－２－４ クラス２管の強度計算方法（Ｏ２－工－Ｂ－２０

－００２２＿改１） 

（２－３３）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－３－２－４ クラス２管

の強度計算方法）（Ｏ２－工－Ｂ－２０－００２３＿改１） 

（２―３４）Ⅵ－３－２－７ クラス３管の強度計算方法（Ｏ２－工－Ｂ－２０

－００２４＿改０）（令和２年１２月２２日提出資料） 

（２－３５）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－３－２－７ クラス３管

の強度計算方法）（Ｏ２－工－Ｂ－２０－００２５＿改１） 

（２－３６）Ⅵ－３－２－９ 重大事故等クラス２管の強度計算方法（Ｏ２－工

－Ｂ－２０－００２６＿改１） 

（２－３７）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－３－２－９ 重大事故等

クラス２管の強度計算方法）（Ｏ２－工－Ｂ－２０－００２７＿改１） 

（２－３８）Ⅵ－３－２－３ クラス１弁の強度計算方法（Ｏ２－工－Ｂ－２０

－００２８＿改１） 

（２－３９）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－３－２－３ クラス１弁

の強度計算方法）（Ｏ２－工－Ｂ－２０－００２９＿改１） 

（２－４０）Ⅵ－３－２－５ クラス２弁の強度計算方法（Ｏ２－工－Ｂ－２０

－００３０＿改１） 

（２－４１）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－３－２－５ クラス２弁

の強度計算方法）（Ｏ２－工－Ｂ－２０－００３１＿改１） 

（２－４２）Ⅵ－３－２－１１ 重大事故等クラス２弁の強度計算方法（Ｏ２－

工－Ｂ－２０－００３２＿改１） 

（２－４３）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－３－２－１１ 重大事故

等クラス２弁の強度計算方法）（Ｏ２－工－Ｂ－２０－００３３＿改１） 

（２－４４）Ⅵ－３－２－６ クラス３容器の強度計算方法（Ｏ２－工－Ｂ－２

０－００３４＿改１） 

（２－４５）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－３－２－６ クラス３容

器の強度計算方法）（Ｏ２－工－Ｂ－２０－００３５＿改１） 

（２－４６）Ⅵ－３－２－８ 重大事故等クラス２容器の強度計算方法（Ｏ２－

工－Ｂ－２０－００３６＿改１） 

（２－４７）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－３－２－８ 重大事故等

クラス２容器の強度計算方法）（Ｏ２－工－Ｂ－２０－００３７＿改１） 

（２－４８）Ⅵ－３－２－１０ 重大事故等クラス２ポンプの強度計算方法（Ｏ

２－工－Ｂ－２０－００３８＿改１） 

（２－４９）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－３－２－１０ 重大事故

等クラス２ポンプの強度計算方法）（Ｏ２－工－Ｂ－２０－００３９＿改
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１） 

（２－５０）Ⅵ－３－２－１２ 重大事故等クラス２支持構造物（容器）の強度

計算方法（Ｏ２－工－Ｂ－２０－００４０＿改１） 

（２－５１）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－３－２－１２ 重大事故

等クラス２支持構造物（容器）の強度計算方法）（Ｏ２－工－Ｂ－２０－

００４１＿改１） 

（２－５２）Ⅵ－３－２－１３ 重大事故等クラス２支持構造物（ポンプ）の強

度計算方法（Ｏ２－工－Ｂ－２０－００４２＿改１） 

（２－５３）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－３－２－１３ 重大事故

等クラス２支持構造物（ポンプ）の強度計算方法）（Ｏ２－工－Ｂ－２０

－００４３＿改１） 

（２－５４）Ⅵ－３－２－１４ 重大事故等クラス３機器の強度評価方法（Ｏ２

－工－Ｂ－２０－００４４＿改１） 

（２－５５）先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ－３－２－１４ 重大事故

等クラス３機器の強度評価方法）（Ｏ２－工－Ｂ－２０－００４５＿改１） 

 

以上 


